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収支（フロー）目標
①国・地方の基礎的財政収支：遅くとも2015年度までに赤字対ＧＤＰ比を2010年度から半減、遅くとも2020 年度までに黒字化。
②国の基礎的財政収支：上記と同様の目標
③2021 年度以降も、財政健全化努力を継続

残高（ストック）目標
2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させる。

内閣府試算の概要 （「経済財政の中長期試算」平成２３年１月２１日 内閣府）

目標達成に必要な収支改善幅（慎重シナリオの場合）

試算結果

財政健全化目標 （「財政運営戦略」 平成２２年６月２２日 閣議決定）

試算前提 歳出：2012年度、2013年度については、基礎的財政収支対象経費を前年度当初予算の規模で横ばい
歳入：「平成23年度税制改正大綱」で示された税制改正事項を反映し、改正後の税制が継続

（参考）経済成長率（2011年度～2020年度の平均） 慎重シナリオ：名目・実質ともに１％台半ば 成長シナリオ：名目３％、実質２％を上回る

[4.6%]25.8[0.0%]0.0 [▲4.6%]▲25.8[4.2%]23.2[0.0%]0.0[▲4.2%]▲23.22020年度
[1.5%]7.4[▲3.4%]▲17.4[▲4.9%]▲24.8[1.0%]5.4[▲3.2%]▲ 16.3[▲4.2%]▲21.72015年度

[▲6.8%]▲32.9[▲6.4%]▲30.82010年度

目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]

目標値
[対GDP比]

基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]

目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]

目標値
[対GDP比]

基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]

国国＋地方
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国・地方の公債等残高（対GDP比）（％）

慎重シナリオ　　　　◆
成長戦略シナリオ　●

（兆円、％）
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国・地方の基礎的財政収支（対GDP比）（％）

成長戦略シナリオ　●

慎重シナリオ　　　　◆〔▲6.4％*〕

*　2010年6月に公表した「経済財政

　　の中長期試算」の値

※ 2010年度の数字は平成22年6月見通し。平成23年1月の見通しでは、国＋地方 ▲30.9[▲6.5%]、国▲34.3[▲7.2%]。
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プライマリー・バランス（ＰＢ）の定義について

プライマリー・バランス（ＰＢ）とは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれ
だけ賄えているかを示す指標（＝政策的経費－税収等）。なお、財政収支とは、利払費の扱いが異なる。

債務残高

ＧＤＰ

このため、「債務残高対ＧＤＰ比」全体の変動は、

「金利」と「経済成長率」の水準によって左右される。

以上を整理すると、

ＰＢが均衡している状態では、

・ 金利 ＞ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は増加

・ 金利 ＝ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は一定

・ 金利 ＜ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は減少

債務残高対ＧＤＰ比を確実に引き下げるためには、

ＰＢに一定の黒字幅を持たせる必要。

ＰＢ均衡時には、債務残高は利払費分だけ
増加。この利払費は、「債務残高×金利」と
して計算。
したがって、ＰＢ均衡時の債務残高は、金利
の水準に比例して増大。

ＧＤＰは経済成長率に比例して増減

ＰＢが均衡している状態では 、債務残高対ＧＤＰ比の分子と分

母は次のとおりに変動。

公債金収入

税収等

政策的経費

債務償還費

利払費

ＰＢ

財政収支

歳 入 歳 出
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○ 年金法では、税制抜本改革により安定財源を確保して、基礎年金国庫負担１/２を恒久化するとしている。

○ ２１・２２年度は、臨時財源を確保して、国庫負担を１/２とした。

○ ２３年度（補正後）は、 法律上、国庫負担割合は１/２であることを明記しつつ、１/２と36.5％との差額は、税制抜本改革
で確保される財源を活用して年金財政に繰り入れることを法制化することとしている。（年金改正法案（修正後））

○ ２４年度以降は、税制抜本改革により確保される財源を活用して対応することとしている。 （年金改正法案）

基礎年金国庫負担１/２の財源について

20年度
36.5％

１/２

23年度～

税制抜本改革で
確保される財源
を活用

税制抜本改革
実施年度以降

国庫負担１/２
恒久化

（安定財源）

21年度

（臨時財源）

22年度

（臨時財源）

基礎年金
国庫負担割合

税制抜本改革で
確保される財源
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附則第16条の２① 特定年度の前年度が平成24年度以後の年度である場合において、当
該特定年度の前年度までの各年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、当該各年度について「１/２」と「36.5％」の差額に相当する額を、税制の抜本的な
改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の
措置を講ずるものとする。

23年度から税制抜本改革実施年度までの基礎年金国庫負担１/２の財源について

（今国会提出の年金改正法案（修正後）の規定）

附則第14条の３ 国庫は、平成23年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、同年度について、「36.5％」のほか、「１/２」と「36.5％」との差額に相当する額を負
担する。この場合において、政府は、予算の定めるところにより、当該差額に相当する額及
び平成23年度において当該差額に相当する額が年金特別会計国民年金勘定に繰り入
れられたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達する
までの金額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、一般会計から年金
特別会計国民年金勘定に繰り入れるものとする。

※ 税制の抜本的な改革： 21年税制改正法附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革

※ 特定年度： 税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度

（趣旨を損なわない範囲で一部省略している。）
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平成23年度の基礎年金国庫負担について

(４月19日 国家戦略担当大臣・財務大臣・厚生労働大臣合意）

標記については、（中略）東日本大震災に対処するために要する費用の財源を確保する等の観点から、
以下のとおりとする。

第１次補正予算時における関連決定事項

○ 法律上、平成23年度基礎年金国庫負担割合は２分の１であることを明記する。

○ ただし、平成23年度の２分の１と36.5％との差額は、税制抜本改革により確保される財源を活用して、
年金財政に繰り入れることを併せて法制化することとする。

平成23年度第１次補正予算等に関して

(４月29日 民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意）

１．子どもに対する手当の制度的なあり方や高速道路料金割引制度をはじめとする歳出の見直し及び法
人税減税等を含む平成23年度税制改正法案の扱いについて、各党で早急に検討を進める。
また、平成23年度第１次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、平成

23年度第２次補正予算の編成の際にその見直しも含め検討を行う。
これらを前提として、特例公債を発行可能とするための法案について、各党で、成立に向け真摯に検

討を進める。

２．復旧・復興のために必要な財源については、既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等に
より賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する。

３．年金財政に対する信頼を確保するためにも、社会保障改革と税制改革の一体的検討は必須の課題
であり、政府・与党は、実行可能な案を可及的速やかにかつ明確に示し、国民の理解を求める。
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